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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する 

規則の各一部を改正する省令案について 

（平成23年３月８日 諮問第３号） 

 

［広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に伴う制度整備］ 
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                   総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 

                         （中里課長補佐、和田係長） 
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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する

規則の各一部を改正する省令案について 
（FWA システムを除く広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に向けて） 

 

１ 諮問の背景 

広帯域移動無線アクセスシステムは、無線による高速インターネットアクセスに

対する利用者ニーズの高まりなどを受け、平成 19 年に制度化された後、２事業者

により全国サービス（モバイル WiMAX 及び XGP）が提供されており、現在、それぞ

れの方式の標準化を推進する団体において一層の高速化やサービス品質の改善等

に向け、規格の高度化が進められている。 

このような背景を踏まえ、伝送速度の高速化や効率的なエリア展開等を図ること

を目的とし、平成 22 年９月 16 日から、情報通信審議会において、「2.5GHz 帯を使

用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」（平成 18 年２月 27 日情報

通信審議会諮問第 2021 号）のうち「FWA システムを除く広帯域移動無線アクセスシ

ステムの高度化に関する技術的条件」について審議が行われ、平成 22 年 12 月 21

日に一部答申されたところである。 

 今般、当該一部答申を踏まえ、広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関す

る技術的条件を定めるため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等

に関する規則の各一部を改正するものである。 

 

 

２ 改正省令の概要 

 (1) 無線設備規則の一部を改正する省令案 

① 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数

分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム（以下、XGP という）の空

中線電力の許容偏差を定める（第 14 条）。 

② 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム（以下、WiMAX

という）の無線局の無線設備の技術基準（送信空中線の絶対利得、変調方式及

び空中線電力）を定める（第 49 条の 28）。 

③ XGP の無線局の無線設備の技術基準（多元接続方式及び空中線電力）を定め

る（第 49 条の 29）。 

④ WiMAX 及び XGP の無線局の占有周波数帯幅の許容値を定める（別表第２号）。 

⑤ その他規定の整備を行う（第 24 条、別表第 1号、別表第 3号等）。 

諮問第３号説明資料
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(2) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 

XGP の無線局に使用するための無線設備を特定無線設備とする（第２条）。 

 

３ 施行期日 

 平成 23 年４月 公布・施行（予定） 

 

 



○ BWAについては平成19年8月に制度化。同年12月、２事業者の特定基地局開設計画を認定

○ 平成21年春から、モバイルWiMAX及びXGP方式により、BWAサービスが開始

○ 一方で、各方式を推進する団体において、両方式の高度化規格の検討・策定が進展

BWA基地局

BWA端末

変調方式や占有周波数帯幅の拡大
による、伝送速度の高速化
変調方式や占有周波数帯幅の拡大
による、伝送速度の高速化

高精細な遠隔監視システムや
テレビ会議サービス等の提供

空中線電力や空中線利得の増大による
通信環境の改善や効率的なエリア展開
空中線電力や空中線利得の増大による
通信環境の改善や効率的なエリア展開

ダムの遠隔監視

室内のBWA端末

モジュール
内蔵端末

室内端末やモジュール内
蔵端末の通信環境改善等

情報通信審議会情報通信技術分科会広帯域移動無線アクセスシステム委員会（主査：安藤真 東工大大学院

教授）において、「FWAを除く広帯域移動無線アクセスシステムの高度化」について、平成22年9月から審議を開始

BWA事業者から、伝送速度の高速化、通信環境の改善等に向けた技術基準の見直しの要望

広帯域移動無線アクセス（BWA）システムの高度化の検討

* 2010年12月、吸収分割により、ウィルコム(株)からXGP事業を承継

*
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《伝送速度の高速化》
上り変調方式の高度化及びSingle User MIMO機能の

追加により、上り回線の通信速度の向上(最大
15.4Mbps)等を実現。

→ 変調方式（64QAM)の追加、 Single User MIMOの導入

《サービスエリアの改善》
空中線電力やアンテナ利得の増加により、屋内等で

のサービス品質の向上や、機器設置収容箱等に設置さ
れる内蔵モジュール（スマートメータ等）などの通信
環境を改善。

→ 送信空中線電力の増加（200mW以下→400mW以下）

→ 送信空中線利得の増加（2dBi以下→5dBi以下
ただし、EIRPは28dBm以下）

※当該高度化規格は、地域WiMAXにも適用する。

端末
端末

基地局
端末

《伝送速度の高速化》
システム帯域の拡張やフレーム構造の拡張により、

伝送速度の柔軟な高速化(下り最大100Mbps超)を可能と
する。

→ システム帯域の拡張（10MHz→20MHz）
→ フレーム構造拡張（非対称化＆フレーム長拡張）

《サービスエリアの改善》
基地局の空中線電力や

アンテナ利得の増加に
より、郊外などのエリア
カバレッジの拡張や屋内
浸透率の向上を図る。

→ 基地局空中線電力の増加（最大10W→最大40W ）
→ 基地局空中線利得の増加（最大12dBi→最大17dBi）

《グローバルシステムとの親和性拡大》
高度化を踏まえつつ、経済性に優れた機器調達等を

可能とするため、グローバルシステムと規格を揃える。
→ SC-FDMA追加、隣接チャネル漏洩電力、

スペクトラムマスク、不要発射強度の変更

XGPの高度化モバイルWiMAXの高度化

○国際標準化動向や関係事業者からの要望を踏まえた高度化規格案をベースに、N-Star 等隣接システムとの間
の干渉検討等を行い、当該高度化規格を導入しても既存システムへの干渉等大きな問題は生じないことを確認。

○委員会報告案について、平成22年11月12日から一か月間パブリックコメントを実施した結果、13件の意見提出
（賛成１件、電波政策全般に対する意見１件、電磁波の人体への影響への意見11件）があった。

○これを踏まえ、委員会報告及び一部答申案をとりまとめ。 平成22年12月21日に開催された情報通信技術分科

会において、一部答申が行われた。

Single User MIMO

BWAシステムの高度化に関する情報通信審議会における審議結果
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モバイルWiMAX XGP

通信方式 TDD TDD

多元接続方式（移動局） OFDMA OFDMA/ SC-FDMA（追加）/TDMA/SDMA 

占有周波数帯幅

4.9MHz
9.9MHz

2.4MHz ⇒ 2.5MHz
4.8MHz ⇒ 5MHz
9.6MHz ⇒ 10MHz

20MHz（追加）

変調方式
移動局 QPSK、16QAM、64QAM（追加）

BPSK、QPSK、16QAM、32QAM、64QAM、256QAM
基地局 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM

送信繰り返し周期、

送信バースト長、

上り下り比率

【繰り返し周期】

5ｍｓ±10μs 以下

【バースト長】

移動局：1.35ms
計5msとなる10通り

基地局：3.65ms
上下比率 1:1

【繰り返し周期】

5ms  ⇒ 2.5ms、5ms、10ms
【バースト長】

移動局：2.5ms ⇒ N×625μｓ以下

基地局：2.5ms ⇒ M×625μｓ以下

（N＋M＝4、8、16）
上下比率 1:1 ⇒ N：M

空中線電力

移動局 200mW以下 ⇒ 400mW以下 200mW以下

基地局 20W以下
10W以下 ⇒ 40W以下(20MHzシステムに限る。2.5、5、10MHz

システムの場合は20W以下）

送信空中線

絶対利得

移動局 2dBi以下 ⇒ 5dBi以下※ 4dBi以下

基地局 17dBi以下 12dBi以下 ⇒ 17dBi以下

隣接チャネル漏えい電力電力

標準マスク
次ページ参照 次ページ参照

空中線電力の許容値 （上限）50% （下限）50% （上限）50% （下限）50% ⇒ （上限）87% （下限）47％

※ ただし、2dBiを超える空中線利得の場合、EIRPが28dBm以下であること。

下線部は変更箇所

BWAシステムの高度化に関する技術的条件
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②

番号は1ページ改正省令の概要に対応

②

②

①

③

③

（告示） （告示）

（告示）

③

④



（参考：隣接チャネル漏えい電力及びスペクトラムマスク）

【高度化XGP】

（基地局） （移動局）

【高度化モバイルWiMAX】

・5MHzシステム 2dBm以下
・10MHzシステム 0dBm以下

・5MHzシステム 5dBm以下
・10MHzシステム 3dBm以下

（移動局）
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ他４社 

所属特定無線局の包括免許について 

（平成２３年３月９日 諮問第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （高橋課長補佐、北村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局移動通信課 

                         （村田課長補佐、梅城係長、高橋官） 

                         電話：０３－５２５３－５８９３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ他４社 
 

所属特定無線局の包括免許について 
 

  

諮問第４号説明資料
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１ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ所属特定無線局① 

１－１ 包括免許申請の概要 

申 請 者 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

特定無線局の種別 基地局 

目 的 電気通信業務用 

開 設 を 必 要 

と す る 理 由 

3G方式による携帯電話サービスにおいて、建物屋内に

おける不感地などの圏外解消の利用者要望に迅速に対

応するため、及びフェムトセル基地局を活用した携帯

電話サービスを提供するため、個別免許のフェムトセ

ル基地局の開設を行っているところ。当該利用者要望

へ更に迅速に対応するため、包括免許のフェムトセル

基地局を開設する必要がある。 

通 信 の 相 手 方 免許人所属の陸上移動局 

電波の型式並びに 

希望する周波数の 

範囲及び空中線電力 

5M00 G7W 2137.6MHzから2147.4MHzまでの 

      200kHz間隔の周波数50波  20mW 

無 線 設 備 の 規 格 

CD2FC：設備規則第49条の６の４第１項及び第４項に規

定する基地局の無線設備 

CD3FC：設備規則第49条の６の５第１項及び第４項に規

定する基地局の無線設備 

無 線 設 備 を 設 置 

しようとする区域 

北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、

信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、

近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、

九州総合通信局及び沖縄総合通信事務所の各管内 

運用開始予定期日 免許の日から６月以内の日 
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１－２ 審査結果等 

 審査の結果、次表のとおり、電波法（昭和25年法律第131号）第27条の４第１

号及び第２号の規定に適合していると認められるので、同法第27条の５第１項

の規定に基づき、包括免許を与えることとしたい。 

審査項目（関連条項） 判定 審査概要 

周波数の割当てが可能であること（電波

法第27条の４第１号） 
適

申請者が希望する2GHz帯の周波数は、既に申請

者に割り当てられていることから、本件特定無

線局に係る周波数の割当ては可能であると認

められる。 

総務省令で定める特定無線局の開設の根

本的基準に合致すること（電波法第27条

の４第２号） 

適

次に示すとおり、特定無線局の開設の根本的基

準に合致していると認められる。 

 それらの局を開設することによって提

供しようとする電気通信役務が、利用

者の需要に適合するものであること

（特定無線局の開設の根本的基準（平

成９年郵政省令第72号）第２条第１号）

適

本件特定無線局は、利用者からの要望を踏ま

え、屋内における携帯電話サービスの圏外状態

を、迅速に解消することを目的とするものであ

り、利用者の需要に適合していると認められ

る。 

 包括免許を受けようとする者は、それ

らの局の運用による電気通信事業の実

施について適切な計画を有し、かつ、

当該計画を確実に実施するに足りる能

力を有するものであること（特定無線

局の開設の根本的基準第２条第２号）

適

申請者は既に相当数の携帯電話用基地局を開

設し、全国規模の電気通信事業を実施してお

り、今後も実施していく見込みであることか

ら、電気通信事業の実施について適切な計画を

有し、当該計画を確実に実施するに足りる能力

を有していると認められる。 

 それらの局を開設する目的を達成する

ためには、それらの局を開設すること

が他の各種の電気通信手段を使用する

場合に比較して能率的かつ経済的であ

ること（特定無線局の開設の根本的基

準第２条第３号） 適

本件特定無線局を開設する目的は、屋内におけ

る携帯電話サービスの圏外状態を迅速に解消

することである。当該目的を達成するために本

件特定無線局を開設することは、他の各種の電

気通信手段を使用する場合に比較して、より利

用者要望に対応したエリア展開が可能になり、

これは無駄なエリア展開の排除も可能になる

ことと同義である。以上のことから、本件特定

無線局を開設することは他の電気通信手段を

使用する場合に比較して能率的かつ経済的で

あると認められる。 

 それらの局が法第27条の12第１項に規

定する特定基地局であるときは、当該

特定基地局の開設指針の規定に基づく

ものであること（特定無線局の開設の

根本的基準第２条第４号） 

－

本件特定無線局は、法第27条の12第１項に規定

する特定基地局ではない。 

 その他それらの局を開設することが電

気通信事業の健全な発達と円滑な運営

とに寄与すること（特定無線局の開設

の根本的基準第２条第５号） 
適

本件特定無線局の開設は、屋内における携帯電

話サービスの圏外状態を迅速に解消し、小セル

化による周波数逼迫の緩和及び安定した電気

通信役務を可能とすることを目的とするもの

であり、電気通信事業の健全な発達と円滑な運

営に寄与するものと認められる。 

  



3 

 

２ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ所属特定無線局② 

２－１ 包括免許申請の概要 

申 請 者 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

特定無線局の種別 基地局 

目 的 電気通信業務用 

開 設 を 必 要 

と す る 理 由 

3G方式による携帯電話サービスにおいて、建物屋内に

おける不感地などの圏外解消の利用者要望に迅速に対

応するため、個別免許の屋内用基地局の開設を行って

いるところ。また、昨年12月より、2GHz帯にてLTE方式

のサービスを開始している。3G方式及びLTE方式の両方

式に対応した屋内用基地局の展開に当たっては、圏外

解消などの利用者要望にこれまで以上に迅速に対応す

るため、包括免許の開設が必要である。 

通 信 の 相 手 方 免許人所属の陸上移動局 

電波の型式並びに 

希望する周波数の 

範囲及び空中線電力 

5M00 G7W 2132.6MHzから2142.4MHzまでの 

      200kHz間隔の周波数50波  40mW 

5M00 X7W 2147.2MHz    40mW 

10M0 X7W 2144.8MHz    40mW 

無 線 設 備 の 規 格 

CD2FB：設備規則第49条の６の４第１項及び第５項に規

定する基地局の無線設備 

CD3FB：設備規則第49条の６の５第１項及び第５項に規

定する基地局の無線設備 

SFD1FB：設備規則第49条の６の９第１項及び第５項に規

定する基地局の無線設備 

無 線 設 備 を 設 置 

しようとする区域 

北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、

信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、

近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、

九州総合通信局及び沖縄総合通信事務所の各管内 

運用開始予定期日 免許の日から６月以内の日 
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２－２ 審査結果等 

 審査の結果、次表のとおり、電波法（昭和25年法律第131号）第27条の４第１

号及び第２号の規定に適合していると認められるので、同法第27条の５第１項

の規定に基づき、包括免許を与えることとしたい。 

審査項目（関連条項） 判定 審査概要 

周波数の割当てが可能であること（電波

法第27条の４第１号） 
適

申請者が希望する2GHz帯の周波数は、既に申請

者に割り当てられていることから、本件特定無

線局に係る周波数の割当ては可能であると認

められる。 

総務省令で定める特定無線局の開設の根

本的基準に合致すること（電波法第27条

の４第２号） 

適

次に示すとおり、特定無線局の開設の根本的基

準に合致していると認められる。 

 それらの局を開設することによって提

供しようとする電気通信役務が、利用

者の需要に適合するものであること

（特定無線局の開設の根本的基準（平

成９年郵政省令第72号）第２条第１号）

適

本件特定無線局は、利用者からの要望を踏ま

え、屋内における携帯電話サービスの圏外状態

を、迅速に解消することを目的とするものであ

り、利用者の需要に適合していると認められ

る。 

 包括免許を受けようとする者は、それ

らの局の運用による電気通信事業の実

施について適切な計画を有し、かつ、

当該計画を確実に実施するに足りる能

力を有するものであること（特定無線

局の開設の根本的基準第２条第２号）

適

申請者は既に相当数の携帯電話用基地局を開

設し、全国規模の電気通信事業を実施してお

り、今後も実施していく見込みであることか

ら、電気通信事業の実施について適切な計画を

有し、当該計画を確実に実施するに足りる能力

を有していると認められる。 

 それらの局を開設する目的を達成する

ためには、それらの局を開設すること

が他の各種の電気通信手段を使用する

場合に比較して能率的かつ経済的であ

ること（特定無線局の開設の根本的基

準第２条第３号） 適

本件特定無線局を開設する目的は、屋内におけ

る携帯電話サービスの圏外状態を迅速に解消

することである。当該目的を達成するために本

件特定無線局を開設することは、他の各種の電

気通信手段を使用する場合に比較して、より利

用者要望に対応したエリア展開が可能になり、

これは無駄なエリア展開の排除も可能になる

ことと同義である。以上のことから、本件特定

無線局を開設することは他の電気通信手段を

使用する場合に比較して能率的かつ経済的で

あると認められる。 

 それらの局が法第27条の12第１項に規

定する特定基地局であるときは、当該

特定基地局の開設指針の規定に基づく

ものであること（特定無線局の開設の

根本的基準第２条第４号） 

－

本件特定無線局は、法第27条の12第１項に規定

する特定基地局ではない。 

 その他それらの局を開設することが電

気通信事業の健全な発達と円滑な運営

とに寄与すること（特定無線局の開設

の根本的基準第２条第５号） 
適

本件特定無線局の開設は、屋内における携帯電

話サービスの圏外状態を迅速に解消し、小セル

化による周波数逼迫の緩和及び安定した電気

通信役務を可能とすることを目的とするもの

であり、電気通信事業の健全な発達と円滑な運

営に寄与するものと認められる。 
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３ ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社所属特定無線局 

３－１ 包括免許申請の概要 

申 請 者 ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 

特定無線局の種別 基地局 

目 的 電気通信業務用 

開 設 を 必 要 

と す る 理 由 

無線局による事業・業務の開始・拡充 

建物密集地及びマンション高層階等の不感地に住む利

用者を対象として、ＢＢ回線を利用した特定無線局（フ

ェムトセル基地局）を設置し、屋内のエリア改善を行

う。 

利用者からの要望に対し、迅速に対応するためにも、

今般制度化された特定無線局（フェムトセル基地局）

の包括免許を申請することによって、ａｕ携帯電話サ

ービスの更なる拡充を図る。 

通 信 の 相 手 方 
免許人所属の陸上移動局又は業務委託契約を締結した

他の免許人所属の陸上移動局 

電波の型式並びに 

希望する周波数の 

範囲及び空中線電力 

1M48 G7W 2116.25MHzから2128.75MHzまでの 

      50kHz間隔の周波数251波  10mW 

無 線 設 備 の 規 格 

CD2FC：設備規則第49条の６の４第１項及び第４項に規

定する基地局の無線設備 

CD3FC：設備規則第49条の６の５第１項及び第４項に規

定する基地局の無線設備 

無 線 設 備 を 設 置 

しようとする区域 

北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、

信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、

近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、

九州総合通信局及び沖縄総合通信事務所の各管内 

運用開始予定期日 免許の日から６月以内の日 
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３－２ 審査結果等 

 審査の結果、次表のとおり、電波法（昭和25年法律第131号）第27条の４第１

号及び第２号の規定に適合していると認められるので、同法第27条の５第１項

の規定に基づき、包括免許を与えることとしたい。 

審査項目（関連条項） 判定 審査概要 

周波数の割当てが可能であること（電波

法第27条の４第１号） 
適

申請者が希望する2GHz帯の周波数は、既に申請

者に割り当てられていることから、本件特定無

線局に係る周波数の割当ては可能であると認

められる。 

総務省令で定める特定無線局の開設の根

本的基準に合致すること（電波法第27条

の４第２号） 

適

次に示すとおり、特定無線局の開設の根本的基

準に合致していると認められる。 

 それらの局を開設することによって提

供しようとする電気通信役務が、利用

者の需要に適合するものであること

（特定無線局の開設の根本的基準（平

成９年郵政省令第72号）第２条第１号）

適

本件特定無線局は、利用者からの要望を踏ま

え、屋内における携帯電話サービスの圏外状態

を、迅速に解消することを目的とするものであ

り、利用者の需要に適合していると認められ

る。 

 包括免許を受けようとする者は、それ

らの局の運用による電気通信事業の実

施について適切な計画を有し、かつ、

当該計画を確実に実施するに足りる能

力を有するものであること（特定無線

局の開設の根本的基準第２条第２号）

適

申請者は既に相当数の携帯電話用基地局を開

設し、全国規模の電気通信事業を実施してお

り、今後も実施していく見込みであることか

ら、電気通信事業の実施について適切な計画を

有し、当該計画を確実に実施するに足りる能力

を有していると認められる。 

 それらの局を開設する目的を達成する

ためには、それらの局を開設すること

が他の各種の電気通信手段を使用する

場合に比較して能率的かつ経済的であ

ること（特定無線局の開設の根本的基

準第２条第３号） 適

本件特定無線局を開設する目的は、屋内におけ

る携帯電話サービスの圏外状態を迅速に解消

することである。当該目的を達成するために本

件特定無線局を開設することは、他の各種の電

気通信手段を使用する場合に比較して、より利

用者要望に対応したエリア展開が可能になり、

これは無駄なエリア展開の排除も可能になる

ことと同義である。以上のことから、本件特定

無線局を開設することは他の電気通信手段を

使用する場合に比較して能率的かつ経済的で

あると認められる。 

 それらの局が法第27条の12第１項に規

定する特定基地局であるときは、当該

特定基地局の開設指針の規定に基づく

ものであること（特定無線局の開設の

根本的基準第２条第４号） 

－

本件特定無線局は、法第27条の12第１項に規定

する特定基地局ではない。 

 その他それらの局を開設することが電

気通信事業の健全な発達と円滑な運営

とに寄与すること（特定無線局の開設

の根本的基準第２条第５号） 
適

本件特定無線局の開設は、屋内における携帯電

話サービスの圏外状態を迅速に解消し、小セル

化による周波数逼迫の緩和及び安定した電気

通信役務を可能とすることを目的とするもの

であり、電気通信事業の健全な発達と円滑な運

営に寄与するものと認められる。 
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４ ソフトバンクモバイル株式会社所属特定無線局 

４－１ 包括免許申請の概要 

申 請 者 ソフトバンクモバイル株式会社 

特定無線局の種別 基地局 

目 的 電気通信業務用 

開 設 を 必 要 

と す る 理 由 

現在、第三世代移動通信システム（ＩＭＴ−２０００）

を使用した２ＧＨｚ帯におけるフェムト商用サービス

においては、個別免許にて屋内のエリア改善等を行っ

ているところ。圏外エリア解消の利用者要望に対し、

より迅速に対応するために、包括免許のフェムトセル

基地局の開設を必要とする。 

通 信 の 相 手 方 免許人所属の陸上移動局 

電波の型式並びに 

希望する周波数の 

範囲及び空中線電力 

5M00 G7W 2157.6MHzから2167.4MHzまでの 

      200kHz間隔の周波数50波  10mW 

無 線 設 備 の 規 格 

CD2FC：設備規則第49条の６の４第１項及び第４項に規

定する基地局の無線設備 

CD3FC：設備規則第49条の６の５第１項及び第４項に規

定する基地局の無線設備 

無 線 設 備 を 設 置 

しようとする区域 

北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、

信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、

近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、

九州総合通信局及び沖縄総合通信事務所の各管内 

運用開始予定期日 免許の日から１月以内の日 
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４－２ 審査結果等 

 審査の結果、次表のとおり、電波法（昭和25年法律第131号）第27条の４第１

号及び第２号の規定に適合していると認められるので、同法第27条の５第１項

の規定に基づき、包括免許を与えることとしたい。 

審査項目（関連条項） 判定 審査概要 

周波数の割当てが可能であること（電波

法第27条の４第１号） 
適

申請者が希望する2GHz帯の周波数は、既に申請

者に割り当てられていることから、本件特定無

線局に係る周波数の割当ては可能であると認

められる。 

総務省令で定める特定無線局の開設の根

本的基準に合致すること（電波法第27条

の４第２号） 

適

次に示すとおり、特定無線局の開設の根本的基

準に合致していると認められる。 

 それらの局を開設することによって提

供しようとする電気通信役務が、利用

者の需要に適合するものであること

（特定無線局の開設の根本的基準（平

成９年郵政省令第72号）第２条第１号）

適

本件特定無線局は、利用者からの要望を踏ま

え、屋内における携帯電話サービスの圏外状態

を、迅速に解消することを目的とするものであ

り、利用者の需要に適合していると認められ

る。 

 包括免許を受けようとする者は、それ

らの局の運用による電気通信事業の実

施について適切な計画を有し、かつ、

当該計画を確実に実施するに足りる能

力を有するものであること（特定無線

局の開設の根本的基準第２条第２号）

適

申請者は既に相当数の携帯電話用基地局を開

設し、全国規模の電気通信事業を実施してお

り、今後も実施していく見込みであることか

ら、電気通信事業の実施について適切な計画を

有し、当該計画を確実に実施するに足りる能力

を有していると認められる。 

 それらの局を開設する目的を達成する

ためには、それらの局を開設すること

が他の各種の電気通信手段を使用する

場合に比較して能率的かつ経済的であ

ること（特定無線局の開設の根本的基

準第２条第３号） 適

本件特定無線局を開設する目的は、屋内におけ

る携帯電話サービスの圏外状態を迅速に解消

することである。当該目的を達成するために本

件特定無線局を開設することは、他の各種の電

気通信手段を使用する場合に比較して、より利

用者要望に対応したエリア展開が可能になり、

これは無駄なエリア展開の排除も可能になる

ことと同義である。以上のことから、本件特定

無線局を開設することは他の電気通信手段を

使用する場合に比較して能率的かつ経済的で

あると認められる。 

 それらの局が法第27条の12第１項に規

定する特定基地局であるときは、当該

特定基地局の開設指針の規定に基づく

ものであること（特定無線局の開設の

根本的基準第２条第４号） 

－

本件特定無線局は、法第27条の12第１項に規定

する特定基地局ではない。 

 その他それらの局を開設することが電

気通信事業の健全な発達と円滑な運営

とに寄与すること（特定無線局の開設

の根本的基準第２条第５号） 
適

本件特定無線局の開設は、屋内における携帯電

話サービスの圏外状態を迅速に解消し、小セル

化による周波数逼迫の緩和及び安定した電気

通信役務を可能とすることを目的とするもの

であり、電気通信事業の健全な発達と円滑な運

営に寄与するものと認められる。 
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５ イー・モバイル株式会社所属特定無線局 

５－１ 包括免許申請の概要 

申 請 者 イー・モバイル株式会社 

特定無線局の種別 基地局 

目 的 電気通信業務用 

開 設 を 必 要 

と す る 理 由 

屋内の携帯電話の圏外解消対策として、これまで事前

申請が必要な個別免許の屋内基地局等で対応していた

が、100mW以下の屋内小型基地局の包括免許制度を利用

する事で、利用者からの屋内における携帯電話の圏外

の解消要望に即応する事が可能となり、携帯電話サー

ビスの更なる向上に寄与することから、本包括免許局

の開設を必要とする。 

通 信 の 相 手 方 免許人所属の陸上移動局 

電波の型式並びに 

希望する周波数の 

範囲及び空中線電力 

5M00 G7W 1852.4MHz及び1857.4MHz  50mW 

無 線 設 備 の 規 格 

CD2FB：設備規則第49条の６の４第１項及び第５項に規

定する基地局の無線設備 

CD3FB：設備規則第49条の６の５第１項及び第５項に規

定する基地局の無線設備 

無 線 設 備 を 設 置 

しようとする区域 

北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、

信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、

近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、

九州総合通信局及び沖縄総合通信事務所の各管内 

運用開始予定期日 免許の日から６月以内の日 
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５－２ 審査結果等 

 審査の結果、次表のとおり、電波法（昭和25年法律第131号）第27条の４第１

号及び第２号の規定に適合していると認められるので、同法第27条の５第１項

の規定に基づき、包括免許を与えることとしたい。 

審査項目（関連条項） 判定 審査概要 

周波数の割当てが可能であること（電波

法第27条の４第１号） 
適

申請者が希望する1.8GHz帯の周波数は、既に申

請者に割り当てられていることから、本件特定

無線局に係る周波数の割当ては可能であると

認められる。 

総務省令で定める特定無線局の開設の根

本的基準に合致すること（電波法第27条

の４第２号） 

適

次に示すとおり、特定無線局の開設の根本的基

準に合致していると認められる。 

 それらの局を開設することによって提

供しようとする電気通信役務が、利用

者の需要に適合するものであること

（特定無線局の開設の根本的基準（平

成９年郵政省令第72号）第２条第１号）

適

本件特定無線局は、利用者からの要望を踏ま

え、屋内における携帯電話サービスの圏外状態

を、迅速に解消することを目的とするものであ

り、利用者の需要に適合していると認められ

る。 

 包括免許を受けようとする者は、それ

らの局の運用による電気通信事業の実

施について適切な計画を有し、かつ、

当該計画を確実に実施するに足りる能

力を有するものであること（特定無線

局の開設の根本的基準第２条第２号）

適

申請者は既に相当数の携帯電話用基地局を開

設し、全国規模の電気通信事業を実施してお

り、今後も実施していく見込みであることか

ら、電気通信事業の実施について適切な計画を

有し、当該計画を確実に実施するに足りる能力

を有していると認められる。 

 それらの局を開設する目的を達成する

ためには、それらの局を開設すること

が他の各種の電気通信手段を使用する

場合に比較して能率的かつ経済的であ

ること（特定無線局の開設の根本的基

準第２条第３号） 適

本件特定無線局を開設する目的は、屋内におけ

る携帯電話サービスの圏外状態を迅速に解消

することである。当該目的を達成するために本

件特定無線局を開設することは、他の各種の電

気通信手段を使用する場合に比較して、より利

用者要望に対応したエリア展開が可能になり、

これは無駄なエリア展開の排除も可能になる

ことと同義である。以上のことから、本件特定

無線局を開設することは他の電気通信手段を

使用する場合に比較して能率的かつ経済的で

あると認められる。 

 それらの局が法第27条の12第１項に規

定する特定基地局であるときは、当該

特定基地局の開設指針の規定に基づく

ものであること（特定無線局の開設の

根本的基準第２条第４号） 

適

本件特定無線局は、法第27条の12第１項に規定

する特定基地局であり、当該特定基地局の開設

指針である三・九世代移動通信システムの導入

のための特定基地局の開設に関する指針を定

める件（平成21年総務省告示第248号）の規定

に基づくものである。 

 その他それらの局を開設することが電

気通信事業の健全な発達と円滑な運営

とに寄与すること（特定無線局の開設

の根本的基準第２条第５号） 
適

本件特定無線局の開設は、屋内における携帯電

話サービスの圏外状態を迅速に解消し、小セル

化による周波数逼迫の緩和及び安定した電気

通信役務を可能とすることを目的とするもの

であり、電気通信事業の健全な発達と円滑な運

営に寄与するものと認められる。 

 



携帯電話等の屋内小規模基地局の包括免許化について

包括免許の対象はこれまで、携帯電話端末等に限られていたが、
放送法等の一部を改正する法律（平成22年法律第65号）の一部施行
（平成23年3月1日）に伴い、屋内等に設置される小規模な携帯電話等
の基地局（フェムトセル基地局等）について、包括免許とすることが
可能となった。

→迅速かつ機動的に基地局を開設し、サービスを提供することが可能に

包括免許制度とは

携帯電話端末・携帯電話等小規模基地局の無線局について、個別の

無線局毎に免許を受けることなく、一つの包括免許により同一タイプの

複数の無線局の開設を可能とする制度（電波法第27条の２等）

個別免許制度

包括免許包括免許

包括免許制度

免許免許

利用者宅

高層ビル

小規模基地局

＜個別免許の場合＞
免許審査に２週間～１カ月

＜包括免許の場合＞
包括免許を取得すれば、
事後届出で可地下

新
電
波
法
に
よ
り
可
能
に

参考資料
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免許免許 免許免許免許免許



（参考）携帯電話及びＢＷＡの主要な規格

包括免許の対象となる携帯電話等基地局について

包括免許の対象となる基地局の種別

無線設備規則 通信方式名 システム通称

第４９条の６の３
符号分割多元接続方式
携帯無線通信

ＣＤＭＡ Ｏｎｅ

第４９条の６の４
符号分割多元接続方式
携帯無線通信

Ｗ－ＣＤＭＡ
ＣＤＭＡ２０００

第４９条の６の５
時分割・符号分割多重方式
携帯無線通信

ＨＳＤＰＡ
ＥＶ－ＤＯ

第４９条の６の９
シングルキャリア周波数分割
多元接続方式携帯無線通信

ＬＴＥ

第４９条の２８
直交周波数分割多元接続方式
広帯域移動無線アクセスシステム

ＷｉＭＡＸ

第４９条の２９
時分割・直交周波数分割多元接続方式
広帯域移動無線アクセスシステム

ＸＧＰ

① フェムトセル基地局 ② その他の屋内小型基地局

主に家庭内やビル内等のエリア改善に使用
変調装置や増幅器等は一体型（辞書サイズ）

親機に、複数の子機・アンテナを接続することで、
主にビル内や地下街のエリア改善に使用

12

親機
（機器室等に設置）

子機
（ｱﾝﾃﾅ近くに設置）

光ファイバ
等で接続

アンテナ
（天井裏等に設置）

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

等
で
接
続

○ 携帯電話及びＢＷＡの基地局のうち、包括免許の対象となるのは、屋内
に設置される小規模局。

○ 具体的には、フェムトセル基地局及びその他の屋内小型基地局が対象
（電波法施行規則第１５条の２及び第１５条の３）



本件に係る包括免許申請の概要

申 請 者
エヌ・ティ・ティ

・ドコモ
エヌ・ティ・ティ

・ドコモ
ＫＤＤＩ／沖縄
セルラー電話

ソフトバンク
モバイル

イー・
モバイル

開設を必要
と す る 理 由

不感地等の圏
外解消の利用
者要望への迅
速な対応

不感地等の圏
外解消の利用
者要望への迅
速な対応

不感地の利用
者のエリア改善
要望への迅速
な対応

圏外エリア解消
の利用者要望
へのより迅速な
対応

利用者の屋内
における圏外解
消要望への即
応

電波の型式
周波数範囲

5M00 G7W
2137.6MHz
～2147.4MHz
（200kHｚ間隔
周波数50波）

5M00 G7W
2132.6MHz
～2142.4MHz
（200kHｚ間隔
周波数50波）

5M00 X7W
2147.2MHz

10M0 X7W
2144.8MHz

1M48 G7W
2116.25MHz
～2128.75MHｚ
（50kHz間隔
周波数251波）

5M00 G7W
2157.6MHz
～2167.4MHz
（200kHz間隔
周波数50波）

5M00 G7W
1852.4MHz
、1857.4MHz

空中線電力 ２０ｍW ４０ｍW １０ｍW １０ｍW ５０ｍW

無 線 設 備
の 規 格

設備規則第49
条の６の４第１
項・第４項
（W-CDMA

フェムトセル）

設備規則第49
条の６の５第１
項・第４項
（ＨＳＤＰＡ

フェムトセル）

設備規則第49
条の６の４第１
項・第５項
（W-CDMA

小型基地局）

設備規則第49
条の６の５第１
項・第５項
（ＨＳＤＰＡ

小型基地局）

設備規則第49
条の６の９第１
項・第５項
（ＬＴＥ

小型基地局）

設備規則第49
条の６の４第１
項・第４項
（ＣＤＭＡ２０００

フェムトセル）
設備規則第49
条の６の５第１
項・第４項
（ＥＶ－ＤＯ

フェムトセル）

設備規則第49
条の６の４第１
項・第４項
（W-CDMA

フェムトセル）

設備規則第49
条の６の５第１
項・第４項
（ＨＳＤＰＡ

フェムトセル）

設備規則第49
条の６の４第１
項・第５項
（W-CDMA

小型基地局）

設備規則第49
条の６の５第１
項・第５項
（ＨＳＤＰＡ

小型基地局）

運 用 開 始
予 定 期 日

免許の日から
６月以内

免許の日から
６月以内

免許の日から
６月以内

免許の日から
１月以内

免許の日から
６月以内

無線設備を
設置しようと
す る 区 域

北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄の各地方局
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本件に係る包括免許の審査概要

１ 周波数の割当てが可能であること

２－２ 運用の計画、能力を有すること

各申請者が希望する1.8GHz又は2GHz帯の周波数は、既にそれぞれの
申請者に割り当てられていることから、周波数の割当ては可能。

２－１ 電気通信役務が利用者の需要に適合すること

２－３ 他の電気通信手段より能率的・経済的であること

２－５ 電気通信事業の健全な発達・円滑な運営に寄与すること

２ 特定無線局の開設の根本的基準に合致すること

利用者からの要望を踏まえ、屋内における携帯電話サービスの圏外
状態を迅速に解消することを目的とするもので、利用者の需要に適合。

各申請者は既に相当数の携帯電話用基地局を開設し、全国規模の電
気通信事業を実施しており、今後も実施していく見込みであることから、
電気通信事業の実施について適切な計画を有し、当該計画を確実に
実施するに足りる能力を有している。

携帯電話端末の包括免許とは異なり、最大運用数等の審査はない。

本件特定無線局を開設することは、他の電気通信手段に比較して、よ
り利用者要望に対応したエリア展開が可能になり、これは無駄なエリ
ア展開の排除も可能になることと同義であることから、能率的かつ経
済的である。

２－４ 特定基地局であるときは、開設指針の規定に基づくこと

本件特定無線局の開設は、屋内における携帯電話サービスの圏外状
態を迅速に解消することを目的とするものであり、電気通信事業の健
全な発達と円滑な運営に寄与する。

イー・モバイル社の申請は特定基地局であり、開設指針の規定に基づ
くものである。

同社以外の申請は、特定基地局ではない。
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                                     資料３  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                平成２３年３月９日  

 

 

 

放送用周波数使用計画の一部変更案について 

（平成２３年３月９日 諮問第５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （高橋課長補佐、北村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局放送技術課 

                         （大西課長補佐、工藤係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７８７ 
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放送用周波数使用計画の一部変更案について 

 

１． 概 要  

地上デジタルテレビジョン放送を行う放送局のうち親局及び空中線電力が３Ｗ

を超える中継局の諸元（チャンネル及び空中線電力）は、放送用周波数使用計画

（昭和 63 年郵政省告示第 661 号）において規定されている。 

今回、愛媛県伊予青島において新たに大規模な中継局を整備する必要が生じた

ため、放送用周波数使用計画を変更するもの。 

 

２． 変更の内容及び理由  

伊予青島のデジタル局（愛媛県）に係る変更【中継局の新設】 

現在、愛媛県伊予市及び大洲市における瀬戸内海沿岸の一部地域において地上

デジタルテレビジョン放送の難視地区が発生している。 

今般、これら地区において地上デジタルテレビジョン放送の受信が可能となる

よう、地上アナログテレビジョン放送終了後、青島（愛媛県大洲市長浜町）に地

上デジタルテレビジョン放送中継局の開設を可能とするため放送用周波数使用計

画を変更するもの。 

なお、中継局の開局がアナログテレビジョン放送終了後となるため、それまで

の間は暫定的な衛星対策を行う。 

 

３．放送用周波数使用計画の変更案  

１ 日本放送協会の放送 

 (1) 総合放送（広域放送） 

変更なし 

  

(2) 総合放送（県域放送） 

 

 

放送対

象地域 

変更案 現行 

中継局 中継局 

送信場所 周波数 

 
(ﾁｬﾝﾈﾙ番号) 

空中線 

電力 

（kW） 

送信場所 周波数 

 
(ﾁｬﾝﾈﾙ番号) 

空中線 

電力 

（kW） 

愛媛県 今治 

～  

川之江 

伊予青島 

41 

 

16 

37 

0.01 

 

0.01 

0.01 

今治 

～  

川之江 

 

41 

 

16 

 

0.01 

 

0.01 
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 (3) 教育放送 

 

 

放送対

象地域 

変更案 現行 

中継局 中継局 

送信場所 周波数 

 
(ﾁｬﾝﾈﾙ番号) 

空中線 

電力 

（kW） 

送信場所 周波数 

 
(ﾁｬﾝﾈﾙ番号) 

空中線 

電力 

（kW） 

全国 （愛媛） 

松山 

～  

川之江 

伊予青島 

 

13 

 

22 

36 

 

1 

 

0.01 

0.01 

（愛媛） 

松山 

～  

川之江 

 

 

13 

 

22 

 

 

1 

 

0.01 

 

 

２ 放送大学学園の放送 

変更なし 

 

３ 一般放送事業者の放送 

 (1) 総合放送（広域放送） 

変更なし 

 

 (2) 総合放送（県域放送） 

 

放送対

象地域 

変更案 現行 

中継局 中継局 

送信場所 周波数 

 
(ﾁｬﾝﾈﾙ番号) 

空中線 

電力 

(kW) 

送信場所 周波数 

 
(ﾁｬﾝﾈﾙ番号) 

空中線 

電力 

（kW） 

愛媛県 今治 

～  

川之江 

伊予青島 

43 47 49 51 

 

43 47 49 51 

28 38 44 48 

0.01 

 

0.01 

0.01 

今治 

～  

川之江 

 

43 47 49 51 

 

43 47 49 51 

 

0.01 

 

0.01 

 

 

 



                                     資料４  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                平成２３年３月９日  

 

 

 

協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組

を放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務の認可 

（平成２３年３月９日 諮問第６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （高橋課長補佐、北村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局放送政策課 

                         （景山課長補佐、根岸係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７７８ 
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協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を

放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務の認可について 
 

 申請の概要  

日本放送協会（以下「協会」という。）から、放送法（昭和２５年法律第１３２号）

（以下「法」という。）第９条第１０項の規定に基づき、以下のとおり、法第９条第２

項第８号の業務の認可申請があった。 

項 目 申 請 の 概 要 

 

１ 業務の内容 

 

協会のラジオ第１放送、ラジオ第２放送及びＦＭ放送（以

下、それぞれＲ１、Ｒ２、ＦＭと呼ぶ。）の放送番組を、ラジ

オ放送が聴取しにくい状況の改善に資するための補完的な措置

として、これらの放送と同時にインターネットを通じて一般に

提供する業務。 

 

 

２ 業務を行うことを

必要とする理由 

 

協会のラジオ放送については、夜間の外国電波混信、全国的

なマンション等鉄筋コンクリート住宅の普及、家電製品等各種

機器からの不要電波等混信要因の増加等により、聴取しにくい

地域・場所が拡大しつつあるところ、こうしたラジオ放送が聴

取しにくい状況の改善に資するための補完的な措置として、試

行的にラジオ放送番組をインターネットを通じて放送と同時に

一般に提供し、その効果を検証・確認するもの。 

 

 

３ 業務の実施計画の

概要 

 

（１）提供する番組 

・Ｒ１は、ＮＨＫ東京ラジオ第１放送局（埼玉県久喜市）か

ら送信される関東広域放送 

・Ｒ２は、ＮＨＫ東京ラジオ第２放送局（埼玉県久喜市）か

ら送信される全国放送 

・ＦＭは、ＮＨＫ東京ＦＭ放送局（東京都港区）から送信さ

れる東京都域放送 

ただし、全国向け共通番組を放送時に、Ｒ１において関

東広域向け、ＦＭにおいて東京都域向け特別番組を編成し

ている時には、全国向け共通番組を提供する。 

なお、遅延や権利上の理由等により、提供できない番組

がある。 

（２）提供エリア 

諮問第６号説明資料
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国内に限定する。 

（３）提供態様及び提供品質 

ユニキャストによるストリーミング方式で、協会のホーム

ページから提供する。 

送信時の伝送速度は、１チャンネルあたり４８kbps程度と

する。 

Ｒ１、Ｒ２はモノラル、ＦＭはステレオで提供する。 

（４）その他 

・ラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するための補完

的措置としての有効性等について、アンケート等により検

証・確認を行う。 

・ＰＣによる利用のほか、インターネットにアクセス可能な

携帯端末等による利用も可能とする。 

 

 

４ 業務の収支の見込

み 

 

（単位 億円）

区分 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

支出 １．４ ０．８ ０．８ 

・業務開始時の初期設備整備費は１．０億円と見込む。 

・年間運用経費０．８億円と見込む。（２３年度においては６

か月分を見込む） 

 

 

５ 業務を行うために

必要とする資金の額

及びその調達方法 

 

平成２３年度から平成２５年度の合計で３億円。 

平成２３年度分は当該年度の一般勘定収支予算に計上済み。

平成２４年度以降分はそれぞれの年度の一般勘定収支予算に計

上予定。 

 

 

６ その他必要な事項
 

（１）平成２３年１０月頃をめどに開始し、平成２５年度末ま

で実施する。 

（２）ラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するための補

完的措置としての有効性の検証を行った上で、必要がある

ときは、実施内容の変更・延長等のための認可申請を行う

こととする。 

（３）業務の実施状況については、別途報告する。 
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 審査  

 

審査の結果は、次の表のとおりであり、申請どおり認可することといたしたい。 

 

審査項目 審 査 結 果         

 

１ 放送及びその受信

の進歩発達に特に必

要な業務であること 

（法第９条第２項第

８号) 

 

特に必要な業務であると認められる。 

 

（理由） 

申請に係る業務は、協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の

改善のため、その放送の放送番組を放送と同時にインターネッ

トを通じて一般に提供するものである。 

近年、ラジオ放送については、電波のカバーエリア内であっ

ても、夜間の外国電波混信、電波を通しにくい鉄筋コンクリー

ト住宅の全国的な普及、家庭内の電化製品の発する電波の影響

等により、聴取しにくいケースが増加してきている。 

その対応策として、インターネットを経由して放送と同時に

提供することで、これまで聴取がしにくかった受信者において

も協会のラジオ放送番組が聴取できるようになると見込まれる

ことから、協会のラジオ放送の難聴対策や、より幅広い受信者

による聴取に資するものと考えられる。 

そのため、協会が申請に係る業務を行うことは、協会のラジ

オ放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務であると認め

られる。 

 

 

２ 営利を目的としな

いものであること 

（法第９条第４項) 

 

 

本件番組提供は無償提供のため収入はなく、営利を目的とす

るものではないと認められる。 
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○ 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号） 

 

（業務） 

第９条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 一～四 （略） 

２ 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 

一～七 （略） 

八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 

３ （略） 

４ 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 

５～９ （略） 

10 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなけ

ればならない。 

11 （略） 

 

（電波監理審議会への諮問） 

第五十三条の十 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。 

一 （略） 

二 第八条の三第二項（定款変更の認可）、第九条第八項（第三十三条第五項において準用す

る場合を含む。）（中継国際放送の協定の認可）、第九条第九項（提供基準の認可）、同条

第十項（任意的業務の認可）、第九条の二の二（独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への

出資の認可）、第九条の四第一項（委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認

定）、第三十二条第二項及び第三項（受信料免除の基準及び受信契約条項の認可）、第三十

三条第一項（国際放送等の実施の要請）、第三十四条第一項（放送に関する研究の実施命

令）、第三十七条の二第一項（収支予算等の認可）、第四十七条第一項（放送設備の譲渡等

の認可）、〔中略〕の規定による処分をしようとするとき。 

三～六 （略） 

２ （略） 

 

○ 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) 

 

（業務の認可申請） 

第二条の四 法第九条第十項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載し

た書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 

一 業務の内容 

二 業務を行うことを必要とする理由 

三 業務の実施計画の概要 

四 業務の収支の見込み 

五 業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法 

六 その他必要な事項 

 

 

(参照条文)



ＦＭ

ラジオ第１

ラジオ第２
番組運行
システム

フォーマット変換・
提供できない番組のカット等

ラジオ放送所

インターネット網

インターネット
提供用に分岐

インターネットを経由したラジオ放送の放送番組の送信イメージ

外国の無線局

ＦＭ放送程度の品質でストリーミング配信

・鉄筋コンクリート高層住宅の増加、ノイズ源となる
電子機器の普及により、室内アンテナで受信する
ことが多いラジオは、受信がしにくくなっている。

・特に夜間において外国電波による混信が発生。

ＰＣ、携帯端末により
ＮＨＫホームページから
ストリーミング受信

ラジオ受信機により受信ラジオ受信機により受信

参考資料



                                       資料５ 

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                   平成２３年３月９日  

 

 

 

日本放送協会に対する平成２３年度国際放送実施要請について 

（平成２３年３月９日 諮問第７号） 

 

日本放送協会に対する平成２３年度委託協会国際放送業務 

実施要請について 

（平成２３年３月９日 諮問第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （高橋課長補佐、北村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局衛星・地域放送課国際放送推進室 

                         （笹山課長補佐、恩田係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７９８ 
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諮問第７号・第８号説明資料 
 

日本放送協会に対する平成２３年度国際放送等実施要請について 

 
Ⅰ ラジオ国際放送（国際放送） 

 
１ ラジオ国際放送の現状  

（１）放送時間 １日延べ５５時間２０分 
（２）放送区域 １７区域 

（欧州、北米、ハワイ、中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシ

ア、アジア大陸（北部）、アジア大陸（中部）、アジア大陸（南部）、東アジア、

朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジア、豪州・ニュージー

ランド） 
（３）使用言語 １８言語 

（日本語、英語、中国語、ロシア語、朝鮮語（ハングル）、インドネシア語、フ

ランス語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、ビルマ語、ヒンディ語、ウルド

ゥ語、ベンガル語、ペルシャ語、ポルトガル語、アラビア語、スワヒリ語） 
（４）送信施設 国内送信所１か所（八俣送信所）、海外中継局１８か所 
 

 
 
 

２ 実施要請のポイント  

（１）要請内容は、平成２２年度と同様 
・要請対象は、日本語・中国語・朝鮮語の３言語に限定  
・放送事項に「北朝鮮による日本人拉致問題への留意」を明記 

（２）交付金額（平成２３年度予算が原案どおり成立した場合の交付予定額）は、平成２２年度

とほぼ同額（９．５億円） 
  

３ 実施要請の内容  
次の事項を指定して、ラジオ放送による邦人向け及び外国人向け国際放送の実施を要請する。 
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１ 放送事項 

（１）放送事項は、次の事項に係る報道及び解説とする。 

ア 邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項 

イ 国の重要な政策に係る事項 

ウ 国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項 

エ その他国の重要事項 

（２）上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。 

 

２ 放送区域 

中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシア、アジア大陸（北部）、アジア大陸（中

部）、アジア大陸（南部）、東アジア、朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジ

ア及び豪州・ニュージーランド 

 

３ その他必要な事項 

（１）放送効果の向上を図るため、放送法第９条第１項第４号の規定に基づき実施する業務と一体

として行うこと。 

（２）各放送区域への送信は、八俣送信所又は海外中継局から実施すること。 

（３）送信空中線電力は、各放送区域における受信状況を考慮して決定すること。 

（４）放送時間は、各放送区域における受信者数、受信者の要望等を考慮して決定すること。 

（５）用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とすること。 

（６）放送の内容等についての十分な周知を行い、受信者の便宜を図るとともに、受信者の増加に

努めること。 

（７）この要請に応じて行う業務について、別に示すところにより、放送法施行令（昭和２５年政

令第１６３号）第７条第１号ホに規定する資料を提出すること。 

 

４ 国の費用負担等 

（１）この要請に応じて行う業務に要する費用の金額は、当該業務の実施期間に係る予算において

示される金額を超えない範囲内とすること。当該金額は、費用の交付に関する手続と併せ、別

に示すものとする。※ 

（２）この要請に応じて行う業務の実施期間は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日ま

でとする。 

 

※ 予算成立後に別途通知する。 

 

 

Ⅱ テレビ国際放送（委託協会国際放送業務） 
 

１ テレビ国際放送の現状  

（１）放送時間 外国人向け：１日２３時間程度（株式会社日本国際放送の独自放送を含め

て２４時間） 
邦人向け ：１日５時間程度 

（２）放送区域 外国人向け：インテルサット８、９、１０衛星で全世界受信可能。地域衛星に

て韓国、インド、スリランカ、インドネシア、ベトナム、オース

トラリア・ニュージーランド、南太平洋、中東・北アフリカ、イ
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スラエル、パレスチナ暫定自治区、トルコ、北欧・東欧、南欧・

西欧、イギリス、アイルランド、サハラ以南アフリカ（南アフリ

カを除く）、ロシア（ウラル以西）の各地域で受信可能。その他、

米国、アジア地域では主にホテルにて視聴可能。 

邦人向け：インテルサット８、９、１０衛星で全世界受信可能。その他、地域

衛星にて北米、欧州地域でも受信可能。 

（３）使用言語 ２言語（日本語、英語） 

（４）送信衛星 外国衛星２３基 

（５）受信方法 受信機及びアンテナを用いた直接受信の他､ＣＡＴＶやホテルなどでも視

聴が可能。  
 
＜外国人向け＞ 

 
 
 
＜邦人向け＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 実施要請のポイント  

（１）要請内容は、平成２２年度と同様 
・要請対象を「外国人向け」業務に限定 
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（２）交付金額（平成２３年度予算が原案どおり成立した場合の交付予定額）は、平成２２年度

とほぼ同額（２４．５億円） 
 

３ 実施要請の内容  

次の事項を指定して、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務の実施を要請

する。 

 

１ 委託放送事項 

委託放送事項は、次の事項に係る報道及び解説とする。 

（１）邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項 

（２）国の重要な政策に係る事項 

（３）国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項 

（４）その他国の重要事項 

 

２ 委託して放送をさせる区域 

北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州 

 

３ その他必要な事項 

（１）放送効果の向上を図るため、放送法第９条第１項第５号の規定に基づき実施する業務と一体

として行うこと。 

（２）委託して放送させる時間は、委託して放送をさせる各区域における受信者数、受信者の要望

等を考慮して決定すること。 

（３）用いる言語は、英語とすること。ただし、他の言語を併せ用いることを妨げない。 

（４）委託して行わせる放送の内容等について十分な周知を行うとともに、簡便な受信が可能とな

るよう、受信環境を整えるなど、受信者の便宜を図り、受信者の増加に努めること。また、放

送効果についての必要な調査を行うこと。 

（５）この要請に応じて行う業務について、別に示すところにより、放送法施行令（昭和２５年政

令第１６３号）第７条第１号ホに規定する資料を提出すること。 

 

４ 国の費用負担等 

（１）この要請に応じて行う業務に要する費用の金額は、当該業務の実施期間に係る予算において

示される金額を超えない範囲内とすること。当該金額は、費用の交付に関する手続と併せ、別

に示すものとする。※ 

（２）この要請に応じて行う業務の実施期間は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日ま

でとする。 

 

※ 予算成立後に別途通知する。 

 

 

以上 

















































                                     資料６  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                 平成２３年３月９日  

 

 

 

広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る 

異議申立ての付議について 

（平成２３年３月９日 付議第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （高橋課長補佐、北村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  付議内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波環境課 

                         （浦賀電波監視官、加賀谷係長） 

                         電話：０３－５２５３－５９０５ 
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付議第 1号説明資料

 

広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る 

異議申立ての付議について 
 

１ 異議申立年月日 

平成 23 年２月３日 

 

２ 異議申立人 

アマチュア無線家ら 101 名 

 

３ 異議申立てに係る処分 

  平成 23 年１月 11 日に官報告示（総務省告示第 14 号）した広帯域電力線搬送通

信設備の型式指定処分 

 

○ 平成 23 年１月 11 日付け総務省告示第 14 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

住友電工ネットワークス株式会社 

Ｇ02Ｐ２ 

第ＡＴ－10001 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

株式会社ネクストソリューションズ 

ＢＰＬ－ＬＭＵ10 

第ＡＴ－10002 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

東邦電子株式会社 

ＰＬＣ－ＥＲＩＡ 

第ＡＴ－10003 号 

 

４ 異議申立ての趣旨及び理由 

  広帯域電力線搬送通信設備が２ＭＨｚから 30ＭＨｚまでの周波数を利用するこ

とに伴い、これまで同周波数を使用してアマチュア無線を行ってきた申立人らが、

広帯域電力線搬送通信設備による混信や電波妨害等によってアマチュア無線を使

用できなくなるおそれが極めて高くなったとして、同周波数を使用する広帯域電力

線搬送通信設備について、平成 23 年１月 11 日に官報に告示した型式指定処分の取

消しを求めるもの。 

 

５ 備考 

  今回の異議申立てには、証拠説明書及び書証一式は添付されていない。 
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注：「型式指定処分」 

  広帯域電力線搬送通信設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣

の許可を受けなければならないこととされている（電波法第 100 条第１項第１号）

が、その型式について総務大臣の指定を受けた設備については、当該許可を受ける

ことなく設置することができる（電波法第 100 条第１項第１号かっこ書き及び電波

法施行規則第 44 条第１項第１号（１））。 
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（参照条文） 

 

○ 電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

 （電波監理審議会への付議） 

第八十五条 第八十三条の異議申立てがあつたときは、総務大臣は、その異議申立

てを却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければ

ならない。 

 

 （高周波利用設備） 

第百条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許

可を受けなければならない。 

 一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設

備（ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信

設備を除く。） 

 

○ 電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号） 

（通信設備） 

第四十四条 法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に

掲げるものとする。 

一 電力線搬送通信設備(電力線に一〇ｋＨｚ以上の高周波電流を重畳して通信

を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの 

(1) 定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は

六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものであつて、その型式に

ついて総務大臣の指定を受けたもの 

２ 前項第一号の(1)の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。 

二 屋内において二ＭＨｚから三〇ＭＨｚまでの周波数の搬送波により信号を

送信し、及び受信する電力線搬送通信設備（以下「広帯域電力線搬送通信設備」

という。） 
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